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研究成果の概要（和文）： 
経済大国化しつつあるインドネシアにおけるテレビ放送について「公共性」と「商業主義」

という観点から多角的に分析した。具体的には公共放送が定義づけられた 2002年放送法制定
をめぐる調査と研究、民放における公共性の確保をめぐる調査、公共広告放送やニュースの分

析、地方局の現状に関する調査をおこなった。公共性がうたわれつつも、テレビ放送が商業的

利益の追求や政治的動員のために利用される現状が明らかにされた。 
 
研究成果の概要（英文）： 

TV broadcasting in Indonesia, a country now growing to be a big economic power, was 

examined from two aspects: “public role” and “commercialism”.  It includes study on 

Broadcasting Law of 2002 which defined public broadcasting, study on public role of 

private broadcasting stations, analysis of advertisement for social and public purposes 

as well as news, and study on operation by local broadcasting stations. One of the findings 

was the fact that, though repeatedly advocating for public role, TV broadcasting is still 

more often used for commercial interests and political mobilization.  
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１．研究開始当初の背景 

インドネシアのテレビ放送は、ナショナリズ

ムを鼓舞し国民統合を推進する装置として登

場した。しかし、経済発展のなかでの内需喚

起の必要を背景に、1990年代には民間のテレ

ビ放送局が次々と誕生し、放送界は商業主義
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の色彩を強めていった。そして、1997年のア

ジア経済危機、続く98年のスハルト退陣のあ

たりから、ラジオ放送も含めて、放送界は「公

共性」への志向も示すようになっていった。

しかし、現実の放送界は、「商業主義」によっ

て支えられてもいる。改革の時代に相次いで

新設されたテレビ局の多くも、地方分権にの

っとった地方放送ではあるが、基本的には経

済的利益を追求している。このように放送の

展開は、インドネシアの政治社会の変化を色

濃く反映している。しかしながら、その研究

は必ずしも十分ではなく、とくに本研究で追

究する「公共性」に着目したものは少ない。

また、地方放送の現況を追うことはおろか、

監督体制の混乱の影響で局数の統計すら存在

しておらず、研究は進んでいない。 

 

２．研究の目的 

中間層の成長と共に消費が拡大しつつあるイ

ンドネシアにおけるメディアの状況をテレビ

放送という観点から多角的に分析する。「公共

性」をどの範囲でどのように担保していくか

という議論は、地方放送の隆盛とともに、権

威主義的で中央集権的であったインドネシア

の政治システムをどう再構築していくかに関

わる重要な問題を投げかけている。同時に、

放送をめぐる商業主義的な動きも強く、放送

界は複雑な構造変化のなかにある。そこで本

研究は、放送界の動向を整理することを通し

て、インドネシアの政治社会構造の変化を記

述していくことを目指す。 

 具体的な目的としては、第一に、放送の公

共性をめぐる議論の整理を行う。インドネシ

アでは、スハルト政権崩壊後の民主化を受け

た放送法改正（2002年）をめぐって、公共放

送や地方放送、そしてコミュニティ放送の位

置づけに関する議論が百出した。こうした議

論の整理を通して、スハルト後のインドネシ

アが公共性とそれが成立する空間をどのよう

にとらえてきたかを明らかにする。 

 第二に、スハルト後のテレビ放送界の動向

を探究する。国営放送から公共放送事業体へ

と変わったTVRI、巨大資本によって統合の進

む中央の民間テレビ放送の動向と、地域のメ

ディアをめざす地方テレビ放送の動向を追う。

公共性概念と利益追求（商業主義）のはざま

で揺れ動く放送界の現況や地域の文脈で地方

テレビ放送がどう受容されているのか明らか

にしていく。 

 第三に、ニュースや公共広告放送の分析を

通して、放送が公共性をどのレベルで、また

いかなる内容で成立させようとしているか分

析していく。これを中央の放送と地方放送と

の間で比較し、地方分権の意味を明らかにし

ていきたい。 

 

３．研究の方法 

以下の項目について、文献資料の収集や関

係者へのインタビュー、および視聴者調査

等を通してあきらかにする。 

(1) 公共放送が定義づけられた2002年放送

法制定をめぐる調査と研究 

(2) 民間テレビ放送における公共性の確保

をめぐる調査 

(3) 公共広告放送およびニュースの調査研

究 

(4) 地方テレビ局の現状に関する調査 

 

４．研究成果 

(1) 公共放送が定義づけられた2002年放送

法制定をめぐる調査と研究 

スハルト政権崩壊後のユーフォリア的

状況を反映して、2002 年放送法では公

共放送やコミュニティ概念、あるいは

地方放送の定義があいまいであった。

他方、同法が求めた放送局のネットワ



ークは全国民放の抵抗などにあってな

かなか進んでいない。 

 また、米 FCC を下敷きにして作られ

た KPI(インドネシア放送委員会)が広

報コミュニケーション省の登場によっ

て骨抜きされてしまった。 

(2) 民間テレビ放送における公共性の確保

をめぐる調査 

研究期間中に行われた選挙の際のテレ

ビ放送の状況を中心に追った。メディ

ア所有者の政界進出にともない、テレ

ビ放送の中立性が損なわれていく様子

が観察された。 

(3) 公共広告放送およびニュースの調査研

究 

民主化と地方分権が急速に進むインド

ネシアにおいて、政治的キャンペーン

にマス・メディア、特に映像メディア

（テレビ）が果たしている役割につい

て研究した。電化政策、遠隔地におけ

るＴＶ局の開設、受信機の大量生産に

よってインドネシアにおけるテレビの

普及率はめざましく、ほぼすべての国

民がアクセスをもっている。国政選挙

に於いてはもちろんのこと、２００５

年以降住民の直接投票が実施されてい

る地方首長選挙においても、テレビの

活用はめざましかった。テレビで放映

された候補者のＴＶ討論会出演、政党

や候補者個人によるコマーシャル放映

などの映像を入手し内容（メッセージ）

を詳細に分析することによって、何が

重要な争点になり、何をセールスポイ

ントとして人々の心を引こうとしてい

るのかを分析した。またこれらの映像

の受容形態や認知度に関する調査を、

ジャカルタ市南郊の集住地区レンテン

アグン町にて行なった。 

(4) 地方テレビ局の現状に関する調査 

 インドネシアの地方放送の展開状況

について、とくにバリ島、マレーシア

との国境にある西カリマンタン州サン

バス県ならびに首都圏民放を中心に調

査を進めた。バリ島では、Bali-TVが進

めるAjeg Bali運動の観察を通して、地

域文化を守る装置としての地方放送に

ついて考えた。デンパサールなど都市

部の若年層にはかならずしも支持され

ていないBali-TVであるが、ポップ・バ

リの確立などによって新しくも強固な

バリ文化の構築に貢献している。 

 西カリマンタンのサンバス放送は華

人の多い国境地域にあって、住民の意

識をインドネシアというネイションに

つなぎとめていく重要な役割を果たし

ていた。中央政府の補助金を得て、地

方政府が運営する同局については、今

後、視聴状況等の綿密な調査が求めら

れていくところである。 

 首都圏のテレビ放送局は全国放送局

間の競争からこぼれ落ちる部分を補う

戦略に出ている。DAAI-TVのように仏教

団体がバックについて台湾製の番組を

放送するなど、以前では考えられなか

ったような展開が見られるようになっ

ている。 

 1980年代までであれば、国営放送に

担わせたはずの機能を各地域の実情に

応じて、地方政府に担わせるようにな

った状況はあきらかに地方自治の時代

を反映している。そしてまたこのこと

は、中央放送委員会を軸とした民主化

後の放送政策の趣旨とずれを感じさせ

るものでもあった。このほか放送局間

の資本関係など、提携関係にも目を向

けダイナミックに変化する放送市場の



動きも追った。 
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